
 

 

津福地区市営住宅等再整備民間活力導入可能性調査及び基本計画策定業務 

仕様書 

 

 

１ 業務目的 

津福地区に位置する津福団地、津福今町住宅及び松院寺住宅は、施設の老朽化等の課題

が生じており、令和 2年度に「津福地区市営住宅等再整備基本構想」を策定し、これらの

団地の集約化及び跡地活用についての検討を行った。 

本業務は、基本構想をもとに団地等の再整備や跡地活用について、ＰＰＰ/ＰＦＩ手法

等の導入の可否及び最適な事業手法を選定するための調査及び検討を行うものである。 

 

２ 業務の対象 

   本業務の検討対象地は下記のとおりとする。  

（１）津福
つ ぶ く

今
いま

町
まち

住宅
じゅうたく

 【３団地の集約建替予定地】 

   所在地   久留米市津福今町２９２－１ 

   敷地面積  ８，９６８㎡ 

   区域区分  第一種住居地域、準住居地域、近隣商業地域 

   建ぺい率  60％、80％（近商）   容積率 200％ 

   建設年次  昭和４７年、４８年 

   住棟    鉄筋コンクリート造５階建 ４棟（管理戸数１３０戸） 

※３団地集約後の戸数は２６０戸程度を想定 

 

（２）津福
つ ぶ く

団地
だ ん ち

 【津福今町住宅へ集約後、跡地を民間活用】 

   所在地   久留米市津福本町１６８３－２ 

   敷地面積  ２０，７５３㎡ 

   区域区分  第一種中高層住居専用地域 

   建ぺい率  60％   容積率 200％ 

   建設年次  昭和４０年～４３年 

   住棟    鉄筋コンクリート造４階建 ７棟（管理戸数１６８戸） 

         コンクリートブロック造２階建 ６棟（管理戸数６４戸） 

         コンクリートブロック造平家建 １棟（管理戸数５戸） 

 

（３）松院寺
しょういんじ

住宅
じゅうたく

 【津福今町住宅へ集約後、跡地を民間活用（一部 駅前広場活用予定）】 

   所在地   久留米市津福本町１６５０－３ 

   敷地面積  １１，４５９㎡ 

   区域区分  第一種住居地域、第一種中高層住居専用地域 

   建ぺい率  60％   容積率 200％ 

   建設年次  昭和５１年～５３年 

   住棟    鉄筋コンクリート造５階建 ５棟（管理戸数１３０戸） 

 

 

別紙 



 

（４）西鉄
にしてつ 

津福駅
つぶくえき

  

   所在地   久留米市津福本町 

   所属路線  西日本鉄道 天神大牟田線 

   乗降人員  約２，５００人/日 

   開業年次  大正１０年 

   駅舎建設  昭和４９年 

   駅構造   地上駅 

   ホーム   １面２線 

駅前広場  なし 

 

３ 業務の内容 

 

（１）民間活力導入可能性調査 

①市営住宅整備計画作成 

・過年度に実施した基本構想を踏まえ、市営住宅のモデルプランを作成する。 

・市営住宅への併設施設（社会福祉等の地域サービス施設等）の必要性、可能性につい

て検討し内容や条件等を整理する。 

・既存市営住宅や民間賃貸住宅等の利活用を考慮し、入居者負担が少ない移転計画を検

討する。 

 

②駅関連整備計画作成 

・西鉄津福駅の利用状況調査を行い、利用実態を整理する。 

・利用実態を踏まえ、駅前広場の整備内容を整理する。 

・駅前広場整備に伴う、狭あい道路整備計画を作成する。 

 

  ③事業手法及び事業スキームの検討 

・本事業を行う上で想定される民間活力導入手法を抽出し、各手法の特徴等を整理する

とともに、本事業の事業形態、事業範囲、事業期間等の事業スキームについての検討

を行う。 

・民間活力導入手法による市営住宅整備や跡地活用の先進事例の分析や評価を行い、 

検討への反映整理を行う。 

 

  ④市場調査 

   ・想定する事業手法、事業スキーム等をふまえ、本事業への民間活力導入に関する市場

調査を行う。市場調査は、事業への参画意欲や参画条件、事業費削減の可能性、事業

に対する要望、市営住宅整備や運営手法に関するアイデア、跡地活用方策に関するア

イデアや意向等について把握するものとする。 

・地元事業者の事業参画を促進するための方策を企画提案し、実施する。 

 

  ⑤民間活力導入効果の検討 

   ・民間活力導入手法による事業を実施した場合の効果について、定性・定量の両面から

検討を行う。定量評価にあたっては、従来手法で事業化した場合の費用（PSC）と、

民間活力導入手法で事業化した場合の費用（PFI-LCC）の総額を比較し、VFMの算定を

行う。 

 



 

⑥リスク分担の検討 

・民間活力導入手法を実施する場合の想定されるリスクを抽出し、官民のリスク分担に

関する考え方を検討する。 

 

⑦事業スキームの総合評価 

・検討結果を総括し、事業スキームについて総合的な評価に基づき結論をまとめる。 

 

 

（２）基本計画案作成 

上記①～⑦をふまえ以下の内容等を基本計画に盛り込む。 

・市営住宅整備計画 

・駅関連整備計画 

・事業手法、事業スキーム 

・市場調査結果 

・VFM算定結果 

・官民リスク分担 

・事業スキーム総合評価 

・事業スケジュール 

 

（３）成果とりまとめ 

・これまでの検討結果を整理し、とりまとめを行う。 

 
 

４ 打合せ協議 

  打合せ協議は、業務着手時１回、中間時３回程度、成果品取りまとめ後１回を想定する。

なお、本業務の内容に疑義が生じた場合は、適宜打合せ・協議を行う。 
 

５ 資料の貸与 

委託者は、本業務に必要と認められる関係資料等を受託者に貸与するものとするが、受託

者はその資料について、破損、滅失、盗難等の事故がないように十分注意し、慎重に取扱う

ものとする。また、本業務の完了後それらを直ちに返却しなければならない。 
 

６ 成果物の納品 

・業務報告書（Ａ４版 ５部） 

・業務報告書概要版（Ａ４版 １０部） 

・上記報告書のデータ（CD-R 等市が指定する媒体） １部 

・その他、久留米市が求める資料 
 

７ 注意事項 

・本業務の実施にあたっては、本仕様書のほか関係法令、規則等を遵守すること。 

・委託業務の実施にあたっては、事前に委託者と十分協議し、調査を行うこと。 

・委託業務を遂行する上で必要となる一切の経費は、受託者が負担すること。 

・成果品の管理及び帰属は久留米市とする。受託者は久留米市の許可なく成果品を公表及

び貸与してはならない。また、関係機関から提供を受けた資料については、管理、保管

を十分に行うとともに、情報の外部への漏えいについては十分注意すること。 
 
 
 



 

８ 損害賠償責任 

受託者は、本委託業務の履行の結果、受託者の責めに帰すべき理由により、久留米市に対

し、損害を与えた場合は、その賠償の責を負うものとする。 
 

９ 暴力団排除 

受注者は、当該業務の履行に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

・暴力団等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を久留米市に報告す

るとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。 

・暴力団等から不当要求による被害を受けた場合は、その旨を久留米市に報告するととも

に、所轄の警察署に被害届を提出すること。 

・排除対策を講じたにもかかわらず、業務に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに

久留米市と工程に関する協議を行うこと。 
 

１０ 業務期間 

契約締結日の翌日から令和４年３月１５日（火）まで 
 

１１ その他 

この仕様書に記載されていない事項は、久留米市と受託者の協議により決定する。 



 

 

 

松院寺住宅 

津福団地 

津福今町住宅 

西鉄津福駅 

西鉄試験場前駅 

至 久留米駅 

至 荒木駅 

J
R

鹿
児
島
本
線 

 

津福公園 

国道 209 号 

津福小学校 

至 安武駅 

至花畑駅 

■検討対象地 付近見取図 


